
■
市
県
民
税
が
課
税
さ
れ
な
い
人

●
均
等
割
・
所
得
割
と
も
に
か
か
ら

な
い
人

暫
平
成

年
１
月
１
日
現
在
、
生
活

２２

保
護
法
の
規
定
に
よ
る
生
活
扶
助

を
受
け
て
い
る
人

暫
平
成

年
１
月
１
日
現
在
、
障
害

２２

者
、
未
成
年
者
、
寡
婦（
夫
）で
、

前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

万
円

１２５

以
下
の
人

●
均
等
割
が
か
か
ら
な
い
人

前
年

の
合
計
所
得
金
額
が
、
次
の
金
額
以

下
の
人

扶
養
親
族
が
い
な
い
糸

万
円

３２

扶
養
親
族
が
い
る
糸

万
円
×（
１

３２

＋
扶
養
親
族
数
）＋

万
９
０
０
０

１８

円●
所
得
割
が
か
か
ら
な
い
人

所
得

控
除
の
合
計
額
が
総
所
得
金
額
を
上

回
る
人
、
ま
た
は
前
年
の
総
所
得
金

額
等
が
次
の
金
額
以
下
の
人

扶
養
親
族
が
い
な
い
糸

万
円

３５

扶
養
親
族
が
い
る
糸

万
円
×（
１

３５

＋
扶
養
親
族
数
）＋

万
円

３２

■
納
付
方
法

次
の
３
種
類
が
あ
り
ま
す
。

給
与
か
ら
の
特
別
徴
収
糸
６
月
～
翌

広報あんじょう 2010.6.15 霞

年
５
月
の
給
与
か
ら
天
引
き

公
的

年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
糸
公
的
年
金

か
ら
天
引
き

普
通
徴
収
糸
納
税
通

知
書
に
よ
り
口
座
振
替
、
ま
た
は
金

融
機
関
な
ど
で
直
接
納
付

■
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
創
設

●
対
象

平
成

～

年
に
入
居
し
、

１１

１８

所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け

て
い
る
人
、
平
成

～

年
に
入
居

２１

２５

し
、
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を

受
け
る
人

※
平
成

・

年
に
入
居
し
た
人
は
、

１９

２０

対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

●
内
容

次
の
①
②
の
い
ず
れ
か
少

な
い
金
額
を
、
市
県
民
税
か
ら
控
除

①
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
可
能

額
の
う
ち
、
所
得
税
で
控
除
し
き

れ
な
か
っ
た
額

②
所
得
税
の
課
税
総
所
得
金
額
の
５

％
の
額（
上
限
９
万
７
５
０
０
円
）

■
証
券
税
制
の
改
正

平
成

年
１
月
１
日
以
降
、
支
払

２１

い
を
受
け
る
上
場
株
式
等
の
配
当
所

得
か
ら
、
申
告
分
離
課
税
の
選
択
が

せ
て
納
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

市
県
民
税
に
は
、
一
律
課
税
す
る

均
等
割
と
、
所
得
に
応
じ
て
課
税
す

る
所
得
割
の
２
種
類
が
あ
り
ま
す
。

市
県
民
税
は
、
そ
の
年
の
１
月
１

日
現
在
、
市
内
に
住
ん
で
い
て
、
前

年
に
所
得
が
あ
っ
た
人
に
課
税
さ
れ

ま
す
。
県
民
税
は
、
市
民
税
と
あ
わ

■問諮

市
民
税
課

（
緯〈

〉２
２
１
４
）

７１

問 ２月に刈谷市から安城市に引っ越してきたので
すが、市県民税の納税通知書が刈谷市から送られて
きました。なぜ安城市から納税通知書が送られてこ
ないのですか？

 

　市県民税の年税額は、次の①～④の
順に計算します。
①前年の所得金額－所得控除額＝課税

標準額（千円未満切り捨て）
②課税標準額×税率＝算出所得割額
③算出所得割額－税額控除額－配当割

額・株式等譲渡所得割額控除額＝所
得割額（百円未満切り捨て）

④所得割額＋均等割額＝年税額
●所得控除　納税者それぞれに応じて、
一定額を差し引く制度。配偶者控除や
扶養控除などの人的控除と、生命保険
料控除や医療費控除などの控除があり
ます
●税率　市民税６％、県民税４％で、
合計１０％
●税額控除　本来支払うべき税額から
一定額を差し引く制度。調整控除や配
当控除、住宅借入金等特別税額控除な
どがあります
●均等割額　 市民税３０００円、県民税
１５００円で、合計４５００円

し
た
人
の
納
税
通
知
書
は
、
相
続

人
に
送
付
。

③
勤
労
学
生
減
免
　

賦
課
期
日
に
お

い
て
勤
労
学
生
で
あ
る
人
の
う
ち
、

平
成
　

年
の
合
計
所
得
金
額
が
　

万

２１

６５

円
以
下
で
、
不
動
産
所
得
な
ど
自
己

の
勤
労
に
よ
ら
な
い
所
得
が
　

万
円

１０

以
下
で
あ
る
人

④
病
気
・
け
が
に
よ
る
所
得
減
少
に

伴
う
減
免
　

病
気
・
け
が
に
よ
り
、

平
成
　

年
の
所
得
が
、
平
成
　

年
の

２２

２１

所
得
の
半
分
以
下
に
な
る
と
見
込
ま

れ
、
平
成
　

年
の
合
計
所
得
金
額
が

２１

　
万
円
以
下
で
、
単
身
世
帯
ま
た
は

５００扶
養
親
族
が
あ
る
人
の
う
ち
、
生
活

が
困
窮
し
、
納
税
が
困
難
で
あ
る
人

⑤
災
害
減
免
　

火
災
な
ど
災
害
に
よ

り
被
害
を
受
け
た
人

●
対
象
と
な
る
額
　

①
・
②
・
③
糸

申
請
日
以
後
に
納
期
の
到
来
す
る
全

額④
糸
申
請
日
以
後
に
納
期
の
到
来
す

る
額
の
う
ち
２
分
の
１
の
額

⑤
糸
被
害
の
状
況
に
応
じ
て
定
め
た

額●
提
出
期
限
　

①
～
④
糸
各
納
期
限

の
７
日
前
ま
で
　

⑤
糸
災
害
の
日
か

ら
　

日
以
内

３０
※
平
成
　
年
度
の
納
期
限
は
、
第
１

２２

期
６
月
　
日
昌
、
第
２
期
８
月
　

３０

３１

日
昇
、
第
３
期
　
月
１
日
捷
、
第

１１

４
期
来
年
１
月
　
日
捷
。

３１

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
申
告
分
離
課
税
を
選
択
す
る
と
、

上
場
株
式
等
の
譲
渡
損
失
と
の
損
益

通
算
や
繰
越
控
除
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
次
の
①
～
⑤
に
該
当
し
、
支
払
い

が
困
難
な
人
は
、
期
限
ま
で
に
「
市

民
税
県
民
税
減
免
申
請
書
」
を
提
出

す
る
と
、
市
県
民
税
が
軽
減
ま
た
は

免
除
さ
れ
ま
す
。

①
生
活
保
護
減
免
　

平
成
　

年
１
月

２２

２
日
以
後
に
、
生
活
保
護
法
の
規
定

に
よ
る
保
護
を
受
け
た
人

②
死
亡
減
免
　

平
成
　

年
中
の
合
計

２１

所
得
金
額
が
　

万
円
以
下
で
、
平
成

５００

　
年
１
月
２
日
以
後
に
死
亡
し
た
人

２２※
平
成
　

年
1
月
２
日
以
後
に
死
亡

２２

広報あんじょう　2010.6.15蚊

問　３月に会社を退職して現在は無職です。今は所
得がありません。しかし、市県民税の納税通知書が
送られてきました。なぜですか？

　市県民税の税額は、前年の１～１２月の所得
に応じて計算します。通常、就職した初年度
は、前年の所得が少なく、課税されない場合
が多いですが、逆に、退職した翌年度は、働
いていなくても課税されます。
　さらに、この場合（４月以降の所得がない場
合）、今年の１～３月の所得に応じて、来年の
市県民税の税額も決まります。


